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国
貿
易
法
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一
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改
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す
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法
律
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（
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第
一
三
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
最
近
に
お
け
る
我
が
国
に
対
す
る
投
資
活
動
を
取
り
巻
く
環
境
の
変
化
に
鑑
み
、
我
が
国
へ
の
投
資
の
一
層

の
活
性
化
を
図
り
つ
つ
対
内
直
接
投
資
等
の
適
切
な
調
整
を
図
る
観
点
か
ら
、
対
内
直
接
投
資
等
及
び
特
定
取
得
に
係
る
届
出

に
つ
い
て
の
特
例
を
設
け
る
と
と
も
に
、
対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
す
る
行
為
の
範
囲
等
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行
う
も

の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
対
内
直
接
投
資
等
及
び
特
定
取
得
の
届
出
の
特
例

外
国
投
資
家
は
、
対
内
直
接
投
資
等
の
う
ち
、
国
の
安
全
等
に
係
る
対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も

の
以
外
の
も
の
又
は
特
定
取
得
の
う
ち
、
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
す
る
お
そ
れ
が
大
き
い
も
の
以
外
の
も
の
を

行
お
う
と
す
る
場
合
に
は
、
対
内
直
接
投
資
等
が
国
の
安
全
等
に
係
る
対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
又
は

特
定
取
得
が
国
の
安
全
に
係
る
特
定
取
得
に
該
当
し
な
い
た
め
の
基
準
を
遵
守
す
る
こ
と
を
条
件
に
、
届
出
を
要
し
な
い
。

二
、
対
内
直
接
投
資
等
の
定
義
の
見
直
し

１

対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
す
る
上
場
会
社
等
の
株
式
の
取
得
を
、
株
式
取
得
者
及
び
当
該
株
式
取
得
者
の
密
接
関
係
者



が
所
有
等
を
す
る
株
式
の
数
を
合
計
し
た
株
式
の
数
の
当
該
上
場
会
社
等
の
発
行
済
株
式
の
総
数
に
占
め
る
割
合
が
百
分

の
一
以
上
と
な
る
場
合
と
す
る
。

２

対
内
直
接
投
資
等
に
該
当
す
る
行
為
に
、
上
場
会
社
等
の
議
決
権
の
取
得
、
会
社
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
事

項
に
関
し
行
う
同
意
及
び
居
住
者
か
ら
の
事
業
の
譲
受
け
等
に
よ
る
事
業
の
承
継
を
追
加
す
る
。

三
、
国
内
行
政
機
関
及
び
外
国
政
府
と
の
情
報
交
換

１

財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
は
、
対
内
直
接
投
資
等
及
び
特
定
取
得
の
運
用
に
関
し
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、

外
務
大
臣
そ
の
他
の
関
係
行
政
機
関
の
長
に
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
表
明
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。

２

財
務
大
臣
及
び
事
業
所
管
大
臣
は
、
外
国
執
行
当
局
に
対
し
、
そ
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
情
報
を
、
当
該
情
報
が
外

国
執
行
当
局
の
職
務
の
遂
行
に
資
す
る
目
的
以
外
の
目
的
で
使
用
さ
れ
な
い
こ
と
等
を
確
認
し
た
上
で
、
提
供
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

四
、
施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


